
砂 川 市 条 例 第 １ ６ 号 

   令和  ８年  ３月１８日 

 

 

 

 

砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

 

 

  

  

  

砂川市長  飯  澤  明  彦     

 

 

 

 

 

（ 別        紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和44年条例第11号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第３条第１項第１号中「799,000円」を「846,000円」に改め、同項第２号中「641,000円」を

「679,000円」に改め、同項第３号中「561,000円」を「594,000円」に改める。 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


